
青森県

募集期間：令和５年○月○日～○月○日か

申請書は、電子メール、郵送い
ずれかの手段により提出してく
ださい。（○月○日当日消印有
効）
質問等は、電話又は電子メー
ルでお問合せください。

りんご園地の整列樹形化に用いる機械の導入を
支援します！

令和８年度（令和７年度繰越分）
青森県りんごマルバ園等整列樹形化機械導入支援事業

整列樹形化に用いる油圧ショベルを導入する取組

支援する取組

補助対象経費

油圧ショベルの導入に要する経費

事 業 対 象 者

営農集団（３戸以上の農家の組織する団体で、代表者及び組織及び運営に関する
規約等が定められているものに限る。）

補 助 金 の 額

事業費（取得価格（税抜））の３分の１以内の額
ただし、補助金の上限は１事業対象者当たり250万円

申 請 方 法

青森県農林水産部りんご果樹課まで申請書を提出
提出期限：令和８年６月２６日（金）

【申請書の提出先及びお問い合わせ先】
青森県農林水産部 りんご果樹課 戦略推進グループ

                〒030-8570 青森市長島一丁目1番地1号
TEL：017－734－9491 ／ e-mail：ringo@pref.aomori.lg.jp
りんご果樹課ホームページ

       https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/ringo/index.html
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